
佐土原地区乗合タクシー試験運行に伴う協議事項

 地域公共交通会議において委員の皆様にご協議いただく項目は、以下の部分

になります。

 ・運行の態様

 ・事業計画[営業区域、待合所、使用車両（乗車定員）]

 ・運行計画[運行回数、運行ダイヤ]

 ・利用者運賃

 事業全体の仕組みについては、添付資料をご確認ください。

 ・佐土原地区乗合タクシー試行運行実施計画概要

 ・佐土原地区乗合タクシー運行に係る目的地（待合所）一覧

 ・指定区域分布図

 ・令和2年度佐土原地区乗合タクシー「あじさい号」試行運行実施計画



協議事項
佐⼟原地区 参考（⾼岡地区）

運 ⾏ の 態 様 デマンド型（乗合タクシー） デマンド型（乗合タクシー）

営 業 区 域 佐⼟原地域⾃治区
※営業区域内に４つの指定区域を設定

⾼岡地域⾃治区
※営業区域を２つに分け、指定地区を１つ設定

待 合 所 51箇所（指定区域内 ◯箇所、指定区域外 ◯箇所） 27箇所（指定区域内 22箇所、特定待合所 5箇所）

使 ⽤ ⾞ 両
（乗⾞定員）

・⼩型⾞両 ４台（乗⾞定員 ３名）
※ただし、利⽤者からの希望があれば4名も可。

・⼩型⾞両 ５台以上（乗⾞定員 ３名）
※ただし、利⽤者からの希望があれば4名も可。

・特定⼤型⾞両 １台（乗⾞定員 ９名）

運 ⾏ 回 数 20便（上り 10便、下り 10便） 20便（上り 10便、下り 10便）

運 ⾏ ダ イ ヤ

・運⾏⽇は、⽇曜⽇を除く⽉曜⽇から⼟曜⽇までの週６⽇
・上り便 ７時〜16時までの毎時50分発
下り便 ８時〜17時までの毎時50分発

※ただし、予約がなければ運⾏はしない。

・運⾏⽇は、⽇曜⽇を除く⽉曜⽇から⼟曜⽇までの週６⽇
・上り便 ７時〜16時までの毎時50分発
下り便 ８時〜17時までの毎時50分発

※ただし、予約がなければ運⾏はしない。

利 ⽤ 者 運 賃

・利⽤者の運賃は地区ごとに定額
・各⾃治会の公⺠館から各⽬的地までの距離に応じて、
300円から100円単位で1,000円までの８段階
・登録料は試験運⾏に限り頂かない

・利⽤者の運賃は地区ごとに定額
・⾼岡総合⽀所から各⾃治公⺠館の館までの距離に応じて、
250円から100円単位で650円までの５段階
・中央指定地区については250円
・登録料は3,000円/⼈
ただし、⼀定期間（１年以内）利⽤する場合には1,000円/⼈
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